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0厚生労働省訓第2 1号

く本省内部部局I

厚生労働省文書管理規程を次のように定めるD
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平成13年3月26日-部改正

平成13年7月14日一部改正
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平成15年6月27日-部改正

平成16年3月31日一部改正
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厚生労働大臣 坂ロ カ

厚生労働省文書管理規程

目次

第1章 総則 く第1条一第10条,

第2章 文書の接受及び配布 く第1 1粂一第20条l

第3章 文香の決裁く第21条一第28粂I

第4章 文書の施行 く第29条一第36条I

第5章 行政文書の保存 く第3 7条一第54条l

第6章 秘癖文書の取扱い く第5 5条一第63条I

第7章 雑則 く第64条-71条I

附則

第1章 総則

く目的l

第1条 この訓令は,事務処理の適正化及び能率化を図るとともに-行政機関の保有する

情報の公開に関する法律く平成1 1年法律第42号o.以下rBJというo I及び行政機

関の保有する情報の公開に関する法律施行令く平成1 2年政令第4 1号1の適正かつ円

滑な運用に資するため,厚生労働省く内部部局に限る.以下同じ8 1に串ける文書く図

画及び電磁的記録く電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られた記録をいうo以下同じo.1を含むo 以下同じo 1の管理につい

て必要な事項を定めることを目的とするo
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く定義1

第2条.この訓令においてr部局Jとは,厚生労働省組織令く平成1 2年政令第252号

lの規定により本省に置かれる局及び部をvIV-,憎B局長Jとは,これらの長をいうo

2 この訓令におvlて r課Jとは-厚生労働省組織令の規定により本省に置かれる課及び

室並びに厚生労働省組織規則く平成1 3年厚生労働省令第1号Iの規定により本省に置

かれる室であってl大臣官房総務課長く以下r総務課長Jとv-うb lが定めるものをい

い- r課長Jとは,これらの長をいう.

3 この訓令においてr官房課Jとは,大臣官房人事課,大臣官房総務課く以下r総務課

Jという. l ,大臣官房会計課1大臣官房地方課.大臣官房国際課及び大臣官房厚生科

学課をいVへ, r官房課長Jとは,これらの長をいう.

4 この訓令においてr総括軌 とは-大臣官房統計情報部企画課,医政局総務課,健康

局総務課,医薬食品局総務課,医薬食晶局食品安全部企画情報課.労働基準局総務課,

労働基準局安全衛生部計画課,労働基準局労災補償部労災管理課.労働基準局勤労者生

活部企画課.職業安定局総務課,職業安定局高齢.障害者雇用対策部企画課,職業能力

開発局総務課,雇用均等.児童家庭局総務課,社会.援護局総務課,社会.援護局障害

保健福祉部企画課,老健局総務課,保険局総務課及び年金局総務訣をいい, r総括課長

Jとは,これらの長をいうo

5 政策硫括官はその分掌する事務について局及び局長とみなし1厚生労働省組織令第1

3 1条第2項に規定する参事官及び同条第3項に規定する政策評価官を課及び秩長とみ

なし,当該参事官のラち-人を給括課及び総括課長とみなすo

6 厚生労働省組織令第1 9条第2項に規定する参事官であって大臣官房総務課長が定め

るもの,厚生労働省組織規則第4 1条第6項に規定する首席職業指導官及び同令第7 2

条第4項に規定する首席年金数理官は,課及び抹長とみなすD

7 この訓令において r主管課Jとは,文書に係る案件を所管する課をvlい, r主管課長

Jとは,その長をいうo

8 この訓令において r主管部局Jとは,主管課の属する部局く主管課が官房課の場合は

,当該官房課Jをいう.

9 この訓令におVlてr電子文乱 とは.文書のうち電磁的記録であって,電享計算機に

よる情報処三哩の用に供されるものをいうo

lO この訓令において r電子署名Jとは.電子文書に記録することができる情報について
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行われる措置であってl次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいうo

くり 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのもので

あることo

く21当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるもので

あること.

11この訓令においてr行政文書Jとは,厚生労働省の職員が職務上作成し,又は取得し

た文書であって,厚生労働省の職員が組織的に用いるものとしてl厚生労働省が保有し

ているもの く官報1白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを日

的して発行されるものを除く. Jをいうo

12 この訓令において r行政文書フアイルJとは,能率的な事務又は事業の処理及び行政

文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた,相互に密接な関連を有する行

政文書く保存期間が1年以上のものであって,当該保存期間を同じくすることが適当で

あるものに限るo lの集合物をいうo

13 この訓令においてr行政文書フアイル管理簿j とは,行政文書フアイル及び行政文書

く単独で管理することが適当なものであって,保存期間が1年以上のものに限る. 1の

管理を適切に行うため.これらの名称その他の必要な事項く法第5条各号に規定する不

開示情報く以下r不開示情報Jというo lに該当するものを除くo lを記載した帳簿を

いう.

14 この訓令において r行政文書分類基準表Jとは,行政文書の適切な保存のため,厚生

労働省の事務及び事業の性質,内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準であって

,大分類1中分類及び小分類の3段階の構造を基本とした行政文書分類基準の小分類の

下に行政文書フアイルを類型化した標準行政文書フアイルの名称その他必要な事項を記

載した表をいう.

15.この訓令において r決裁文書Jとは.厚生労働省の意思決定の権限を有する者が押印

,署名又はこれらに類する行為く以下r押印等Jとvlうo lを行うことにより,その内

容を厚生労働省の意息として洗定し,又は確誰した行政文書をいうD

16 この訓令におt,1てrりん議.決裁システムJとは,厚生労働省LAN上に調整された

りん議.決裁システムをいうo

く文書作成の原則1

第3条 厚生労働省の意思決定に当たっては-文書を作成して行うこと並びに厚生労働省
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の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とする.ただし,次に掲げる

場合については,この限りでない.

くい 緊急の処理を要する場合その他意思決定と同時に文書を作成することが困難であ

る場合

く21処理に係る案件が軽微なものである場合

2 前項ただし書第1号に該当し,文書以外の方法によって事務を処理した場合にあっ

ては,事後に文書を作成し事務の処理の状況を記録しておくものとするo

く文書取扱いの原則I

第4条 文書はl確実かつ迅速に処理し,かつ,常にその所在並びに処理の経過及び状況

を明らかにしておかなければならないo

2 文書は,原則として,口語体とし- かつ,できる限り簡潔で平易なものとしなければ

ならないo

3 文書は,左横書きとする.ただし.法令その他特に必要と認められるものについては

- この限りでなvl.

4 文書は,原本と写しとの区別を明確にしなければならないB

く文書管理事務1

第5条 官房長は,厚生労働省における給括文書管理者として,文書の管理に関する規程

類の整備,行政文書分類基準表及び行政文書フアイル管理簿の整備l文書の管理に関す

る事務の指導監督,研修等の実施その他の厚生労働省における文書の管理に関する事務

を総括するものとするo

2 官房長は1前項に規定する事務を総務課長に行わせることができるo

第6条 総務課長は,厚生労働省における副総括文書管理者として,按受した文書の配布

その他のこの訓令に規定する事務を処理し,厚生労働省における文書の管理に関して官

房長を補佐するものとする.

2 総務秩長は,総務課の職員のうちから給括文書管理担当者を指名し,この訓令により

処理することとされた文書の管理に関する事務を行わせることができるo

第7条 総括課長は,厚生労働省における主任文書管理者として.主管課-の文書の配布

その他のこの訓令に規定する事務を処理し,部局における文書の管理に関する事務を総

括するものとする.

2 総括課長は,当該総括課の職員のうちから主任文書管理担当者を指名し,この訓令に
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より処理することとされた文書の管理に関する事務を行わせることができるo

第8条 課長は,厚生労働省における文書管理者として.課としての行政文書分類基準表

及び行政文書フアイル管理簿の作成一課の保有する行政文書の保存期間の延長一国立公

文書館-の移管又は廃棄一課における文書の整理及び保存その他のこの訓令に規定する

事務を処理しl課における文書の管理に関する事務を掌理するものとするo

2 課長は,当該課の職員のうちから文書管理担当者を指名し,この訓令により処理する

こととされた文書の管理に関する事務を行わせることができる.

3 課長は,前項に規定するもののほか,必要があると謬めるときはl当該課の職員のう

ちから電子文書管理担当者を指名し,この訓令により処理することとされた電子文書の

管理に関する事務を行わせることができるo

く備付帳簿I

第9条 総務課に次に掲げる帳簿を備える.

くい 開議請議原簿く様式第1号1

ぐ21省令原簿 く様式第2号1

く3ン 告示原簿く様式第3号l

く41官報掲載訓令原簿 く様式第4号l

く5I -般訓令原簿 く様式第5号l

く61官庁報告原簿く様式第6号l

く71省収受文書台帳く様式第7号I

く8I省発議文書台帳く様式第8号l

く91総務課保存フアイル貸出台帳く様式第9号I

く101特殊取扱郵便物受付簿く様式第1 0号l

く111使送便受付簿く様式第1 1号1

く121極秘文書管理簿く様式第1 2号I

2 総括課に次に掲げる帳簿を備えるo

くこり 配布文書台帳く様式第1 3号l

く21部局収受文書台帳く様式第1 4号l

く31部局発議文書台帳く様式第1 5号l

く41極秘文書管理簿

3 課に次に掲げる帳簿を備えるo
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くり 課収受文書台帳く様式第1 6号I

く2I課発議文書台帳く様式第1 7号l

く3,発送文書台帳 く様式第1 8号I

く4I主管課保存ファイル貸出台帳 く様式第1 9号l

く51保存期間満了前廃乗行政文書フアイル台帳 く様式第2 0号I

く6I秘密文書管理簿く様式第2 1号I

4 前3項各号に掲iヂる帳簿は,電磁的記録媒体によって作成することができるD

く行政文書フアイル管理簿l

第1 0条 主管課の長は,当該課の保有する行政文書ファイル及び行政文書く単独で管理

することが適当なものであって,保存期間が1年以上のものに限るo Jの管理を適切に

行うためl行政文書フアイル管理簿く様式第2 2号lを厚生労働省LANシステム上の

デ-タベ-スとして作成するものとする.この場合において,記載すべき事項が不開示

情報に該当するおそれがあるときは,当該不開示情報を明示しないよう記載を工夫する

ものとするo

2 主管課長は,行政文書フアイル管理簿を年1回更新するものとするo

3 官房長は,各課の行政文書フアイル管理簿を取りまとめ,厚生労働省の行政文書フア

イル管理簿を整備した上で, -般の閲覧に供するものとするD

第2章 文書の接受及び配布

く文書わ接受l

第1 1条 厚生労働省に送付された文書の按受は,総務課において行うものとするo ただ

し,部局又は課に直接到達する文書く法第4条第1項に規定する開示請求書等及び行政

機関の保有する個人情報の保護に関する法律く平成1 5年法律第5 8号I以下r個人情

報保護法JとI11うo l第1 3条第1項に規定する開示請求書,同法第2 8条第1項に規

定する訂正請求書,同法第3 7粂第1項に規定する利用停止請求書等く以下r開示請求

書等JというD lを除くD Jの接受については- 当該部局又は課において行うものとす

るo

く特殊取扱郵便及び使送便の按受J

第1 2条 総務課において書留郵便,現金書留郵便,配達証明郵便等を接受したときは1

特殊取扱郵便物受付薄に受付年月臥差出人.受取人その他必要な事項を記載し.受領

者の押印等を受けるものとするo

-6-



2 総務課において使送便を按受したときは,使送便受付薄に受付年月日,発信者,受信

者その他必要な事項を記載し,受領者の押印等を受けるものとするo

く封書の開封1

第1 3条 接受した封書は-第1 7条から第1 9条までに規定する場合その他特に必要が

ある場合を除き- 大臣,副大臣,大臣政務官,事務次官,厚生労働審議官若しくは官房

長 く以下r大臣等JというD J又は省あてのものについては総務課長がl部局長又は部

局あてのものについては当該部局の総括課長がl課長又は課あてのものについては当該

課長が- それぞれ開封するものとするb

く文書の配布I

第1 4条 大臣等又は省あての文書く親展文書及び開示請求書等を除くo lについては,

直ちに総務課において,省収受印 く様式第2 3号Iを押した上,文書番号を記入し- か

つ,省収受文書台帳に収受年月日,件名一発信者,受信者一 配布先その他必要な事項を

記載し,主奮部局の総括課長く当該案件が官房課の所管に属する場合にあって臥当該

官房課長Iに配布するものとするb ただし,当該文書が電子文書である場合にあっては

,省収受印を押すことを要しないo

2 総括課長は.前項の規定により配布された文書については.直ちに配布文書台帳に配

布年月日,件名,発信者,配布先の課その他必要な事項を記載しl主管課長に配布する

ものとする.

3 前2項の規定による文書の配布に当たっては,省収受文書台帳又は配布文書台帳に受

領者の押印等を受けるものとするo

第1 5条 部局長若しくは部局又は課長 く官房課長を除くD 以下この条において同じo l

若しくは課く官房課を除くo 以下この条において同じo lあての文書については,総務

課において接受の後,直ちに主管部局の総括課長に配布するものとするo

2 総括課長は,前項の規定により配布された部局長又は部局あての文書 く親展文書及び

開示請求書等を除く. 1については,直ちに部局等収受印 く様式第24号Iを押した上

1文書番号を記入し,かつ-部局収受文書台帳に収受年月日l件名,発信者1受信者,

配布先の課その他必要な事項を記載し,主管課長に配布するものとするo ただし,当該

文書が電子文書である場合にあっては,部局等収受印を押すことを要しなvlo

3 前項の規定による文書の配布に当たっては,部局収受文書台帳に受領者の押印等を受

けるものとするD
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4 総括課長は.第1項の規定により配布された課長又は課あての文書については,直ち

に主管課長に配布するものとするo

5 主管課長は,前項の規定により配布された課長又は課あての文書 く親展文書及び開示

請求書等を除く. Jについては-直ちに課収受印 く様式第25号lを押した上l文書番

号を記入し- かつ,課収受文書台帳に収受年月日,件名,発信者,収受の年月目その他

必要な事項を記戟し,当該文書に係る案件を所管する係に配布するものとするo ただし

- 当該文書が電子文書である場合にあっては1課収受印を押すことを要しなt,へb

第1 6条 官房課長又は官房課あての文書についてはl総務課において接受の後,直ちに

当該官房課長に配布するものとする.

2 官房課長は,前項の規定により配布された官房課長又は官房課あての文書く親展文書

及び開示請求書等を除くo Jについては,直ちに部局等収受印を押した上文書番号を

記入しlかつ,課収受文書台帳に収受年月日,件名一発信者一受信者その他必要な事項

を記載し,当該文書に係る案件を所管する係に配布するものとするoただし,当該文書

が電子文書である場合にあってはl部局等収受印を押すことを要しない.

第1 7条 大臣等あての親展文書く電子文書であるものを除くD Jについては.総務課に

おいて接受した後,開封することなく,直ちに大臣官房人事課長に配布するものとする.

2 大臣官房人事課長は- 前項の規定により配布された大臣等あての親展文書については

-直ちに当該大臣等に配布するものとするo

3 第1項に規定する親展文書のうち,処理を必要とするものにつV-ては- 当該大臣等の

閲覧を終えた後,総務課長に送付するものとするo

4 前項の規定により送付された親展文書については,第1 4条の規定を準用するo

第1 8条 第1 5条第1項の規定により総括課長に配布された文書のうち1部届長あての

親展文書につt-ては,開封することなく,直ちに当該部局長に配布するものとするo

2 前項に規定する親展女書のうち1処理を必要とするものについては,当該部局長の閲

覧を終えた後,総括課長に送付するものとするo

3 前項の規定により送付された親展文書についてiまl第1 5粂第2項及び第3項の規定

を準用するo

第1 9条 第1 5条第4項又は第1 6条第1項の規定により課長に配布された文書のうち

-親展文書で処理を必要とするものについては.当該課長の閲覧を終えた後,第1 5条

一第5項又は第1 6条第2項の手続にpl寸するものとするD
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く誤配文書の取扱いJ

第2 0条 総務課に送達された文書のうち,誤って送達され,又は厚生労働省の所管外で

ある等接受してはならないものがあるときは,直ちに返却,回送その他適切な措置をと

るものとするb

2 第14条第1項,第1 5条第1項又は第1 6条第1項の規定により配布された文書が

当該部局又は官房課の所管に属さないものであるときは,当該配布を受けた総括課長又

ノは官房課長は,当該文書を総務課長に回付するものとするo

3 第1 4条第2項又は第1 5条第2項の規定により配布された文書が当該主管課の所管

に属さないものであるときは,当該配布を受けた主管課長は.当該文書を給括課長に回

付するものとするo

4 前項の規定により回付された文書が部局の所管に属さないものであるときは,第2項

の規定を準用するo

5 第1 5条第2項及び第5項並びに第1 6条第2項の規定により配布された文書が開示

請求書等であるときは1当該配布を受けた総括課長,主管課長又は官房至艶長は,当該開

示請求書等を総務課長に回付するものとするo

第3章 文書の決裁

く決裁文書の起案I

第2 1条 決裁文書の起案は,りん議.決裁システム又は起案用紙 く様式第26号lを用

いて行い,厚生労廟省文書決裁規程く平成1 3年厚生労働省訓第2 0号Iの定めるとこ

ろに従t,11決裁を受けるものとするD

2 前項の規定にかかわらず,簡易な内容の確認その他の簡易な決裁文書の起案について

は,起案用紡を用t,1ないで当該文書に直接押印等を受ける等適宜の方法により行うこと

ができるD

3 決裁文書の起案は,原則として1の案件ごとに行うものとする.ただし,同-の案件

について2以上の起案を要し.当該起案を個別に行うことによって業務の効率的な処理

に支障を来すときその他適当と認められるときは. 2以上の起案を-括して行うことが

できる.

4 決裁文書には,意思決定に垂った経緯一基礎的資料その他関係資料を添付して決裁を

受けるものとするo

く合i義l
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第2 2条 他の部局 く官房課を含むo以下この条において同じo lの所掌事務に関連する

案件について起案したときは-主管部局における決裁を終えた後当該他の部局に合議す

るものとする.ただし.当該案件について緊急の処理を要する等特別の理由があるとき

は,当該主管部局の決裁を終える前であっても,当該他の部局において並行して起案及

び決裁を進めることを求めることができるo

2 主管部局は,前項に規定する案件のうち軽微なものその他特別の理由があるものにつ

いては,あらかじめ当該他の部局と協議しl又は文書の写しを配布し,意見の調整を行

うことができる.この場合において- 意見の調整ができたときはlその旨を起案用紙に

記入することによりl前項の合議を省略することができるo

く決裁の手続J

第23条 決裁は,原則として- りん議.決裁システムを使用して行うものとする.ただ

し,決裁文書を持ち回る必要がある場合その他りん議.決裁システムを使用することが

適当でなtl場合はl起案用う紙く様式第2 6号l又ほりん議.決裁システムから出力した

起案用紙く様式第26号の2,の回付により行うことができるo

2 決裁文書について,厚生労働省文書決裁規程の定めるところに従い,厚生労働省の意

思決定の権限を有する者く以下この章において r決裁権者Jというo Jの決裁を終えた

ときはl当該決裁権者は,次の各号に掲をヂる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める者

に当該決裁文書を返送し- 当該各号に定める者は1当該決裁文書に係る起案課 く決裁文

書の起案を行う者の属する課をいう.以下この章において同じ.ン の長に送付するもの

とするB

くい 大臣,事務次官又は官房長の決裁を要する文書 総務課長

く21部局長の決裁を要する文書 当該部局の総括課長

く決裁文書の持回りI

第2 4条 決裁文書が緊急の処理を要するもの,秘密の取扱t,1を要するもの又は詳細な説

明を要するものであるとき臥起案者その他の当該決裁文書に係る案件について説明す

る能力を有する職員が携行して決裁を受けることができるQ

く決裁文書の修正1

第2 5条 決裁文書の修正は,加除訂正により行うものとし- 内容の重大な変更にわたる

修正については,当該修正に係る部分に修正者が署名又は押印をするものとするo

2 修正により決裁文書の内容が判読し美匪くなったときは,当該修正があった後の文書 く
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以下この項においてr修正文書JというD Jを作成し,当蕨決裁文書に添えて決裁を受

けることができるo この場合において,前項の修正は,修正文書に記入して行うことが

できるo

第26条 削除

く廃案1

第2 7条 決裁文書について,決裁権者が反対の決定をした場合又は決裁権者の決裁を終

える前に起案課の長が撤回の決定をした場合には- 当該決裁文書は廃案とし-起案用紙

に r廃案Jの表示を朱書きするものとするo

く決裁年月日等の記入J

第2 8条 次の各号に掲げる文書に係る決裁文書につV-て決裁を終えたときは,当該各号

に定める課におV-て1起案用紙にその決裁を終えた年月日その他必要な事項を記入する

とともにl発議印を押した上.文書番号を記入し.発議文書台帳に件名1決裁を終えた

年月日,施行年月臥起案者その他必要な事項を記載するものとするo

くこり 大臣,事務次官若しくは官房長.又は省の名によって施行する文書 総務課

く2I部局長又は部局の名によって施行するL文書 当該部局の総括課

く31官房課長又は官房課の名によって施行する文書 当該官房課

く41課長又は課の名によって施行する文書 当該課

2 前項の文書番号は,前項各号に掲げる文書の区分に応じ.それぞれ当該各号に定める

課において管理するものとするo

3 発議印は,第1項第1号に掲げる文書にあっては様式第2 7号に,同項第2号及び第

3号に掲げる文書にあっては様式第2 8号に,同項第4号に掲げる文書にあっては様式

第29号によるものとする.

第4章 文書の施行

く文書の発送l

第2 9条 厚生労働省から発送する文書く電子文書を除くo Iは,特別の理由がある場合

を除き1総務課におb1て発送するものとするb

2 前項の文書の発送は,特別の理由がある場合を除き1郵送又は使送によって行うもの

とするo

3 厚生労働省から発送する電子文書は,省庁間電子文書交換システムにより発送する場

合にあっては主管部局の総括課く当該案件が官房課の所管に属する場合にあっては,当
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該官房課1において,厚生労働省電子申請.届出システムー電子メ-ルその他省庁間電

子文書交換システム以外のシステムにより発送する場合にあっては主管課において発送

するものとするo

く発送文書の取扱いl

第3 0条 主管課においてはl第2 8条第1項の規定による記入及び記載を終えた決裁文

書く以下この章においてr決萄済文書Jとv-うo lで発送を要するものについて,浄書

及び照合を行い.発送する文書く以下この章において r発送文書Jというo Jを作成し

,公印及び契印の押印を行い,発送文書台帳に送付年月臥送付先l郵送又は使送の別

1文書番号その他必要な事項の記載を行った後に封かんして総務課に送付するものとす

るo ただし- 法第9条第1項の規定による通知等 く以下r開示決定通知書等Jとvへうo

1については,発送文書台帳-の記載等を要しなt,1.

2 前項の規定による発送文書の作成に当たっては,施行年月El及び文書番号を付するも

のとするD この場合において,第2 8条第1項第1号に掲げる文書にあっては文書番号

に r厚生労働省Jの表示並びに r発Jの字及び別表第1に掲げる主管部局の略字 く以下

r主管部局の略字Jというo Jをl同項第2号及び第3号に掲げる文書にあっては文書

番号に主管部局の略字及びr発Jの字を,同項第4号に掲げる文書にあっては文番番号

に主管課の略字及びr発Jの字を,それぞれ冠するものとする.

3 発送文書が電子文書である場合における第1項の規定の適用については1同項中 r浄

書及び照合Jとあるのはr確認Jと1 r公印及び契印の押印Jとあるのはr電子署名J

と- r郵送又は使送の別Jとあるのはr電子文書である旨Jと1 r封かんして総務課に

送付するJとあるのは r送付するJとする.

第31条 削除

く公印及び契印の省略I

第3 2条 第3 0条第1項の規定にかかわらず,本省内部部局,施設等機関,地方支分部

局又は外局に送付する発送文書く電子文書であるものを除くo lについては-発信者名

の下にrく公印省略, Jの文字を付記することにより,公印及び契印の押印を省略する

ことができるo

2 第3 0条第3項の規定にかかわらず-本省内部部局l施設等機関,地方支分部局又は

外局に送付する発送文書く電子文書であるものに限るo Jについては,電子署名を省略

することができるo
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く闘議提出文書ン

第3 3条 閣議提出文書については,総務課において- 閣議請議原簿に件名,主管部局の

略字,文書番号.提出年月日その他必要な事項を記載するものとするo

く官報原稿の送付J

第3 4条 主管課においては,省令,告示その他公示を要する案件で官報に掲載する必要

があるものについて決裁が終わったときは,浄書及び照合を行いl官報に掲載する原稿

く以下この条においてr官報原稿Jというo Jを作成し1当該官報原稿に決裁済文書を

添えて-総務課に送付するものとするo

2 前項の規定により官報原稿が送付されたときは,官報報告主任は,省令原簿.告示原

簿,官報掲載訓令原簿又は官庁報告原簿く次項においてr官報原簿Jという. Iに件名

,主管部局の略字一 文書番号その他必要な事項を記載し- 当該官報原稿を財務省印刷局

に送付するものとする.

3 官報報告主任は,前項の規定により送付した官報原稿が官報に掲載されたときは,官

報原薄及び決裁済文書に掲載年月日及び番号その他必要な事項を記載し,主管課に返送

するものとするo

4 主管課においては,前項の返送を受けたときはl決裁済文書と官報を照合し,誤りが

あった場合には,第1項及び第2項の例により,官報正誤の手続を行うものとするo

く官報に掲載しない訓令l

第3 5条 主管課においては,官報に掲載する必要がない訓令の決裁が終わったときは,

決裁済文書を総務課に送付するものとするo

2 前項の規定に.より決裁済文書が送付されたときは,総務課長は, -般訓令原簿に件名

,主管部局の略字,文書番号その他必要な事項を記載し,及び決裁済文書に訓令番号を

記入した後,当該決裁済文書を主管課に返送するものとする.

く郵送I

第3 6条 郵送により文書を発送するときは,総務課において,郵便料金計暑削こより年月

日及び郵便料金を印刷し く特別の理由がある場合を除くo J ,郵便料金表示額記録簿に

件数,金額その他必要な事項を記載するものとするo

第5章 行政文書の保存

く行政文書の保存期間I

第3 7条 行政文書は,次の各号に掲げる文書の区分に応じ.それぞれ当該各号に定める
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期間保存するものとするo

CIJ第1類に属する文書

く21第2類に属する文書

く3I第3類に属する文書

く4I第4類に属する文書

く5I第5類に属する文書

く6,第6類に属する文書

30年

10年

5年

3年

1年

事務処理上必要な1年未満の期間

2 前項各号の行政文書の分類は-別表第2の行政文書保存期間基準の定めるところによ

るD

3 第1項の保存期間は,当該行政文書を作成し,又は取得した日の属する年度の翌年度

の初日から起算するものとする.ただし1第1項第6号の行政文書については,当該行

政文書を作成し- 又は取得した日から起算するものとするo

第3 8条 次の各号に掲げる行政文書にあっては,前条第1項の期間が満了する日後にお

いても.その区分に応じ1それぞれ当該各号に定める期間保存するものとするo この場

合において, -の区分に該当する行政文書が他の区分にも該当するときはlそれぞれの

期間が満了する日のいずれか遅い日までの間保存するものとする.

くり 現に監査1検査等の対象となっているもの 当該監査1検査等が終了するまでの間

く2I現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該

訴訟が終結するまでの間

く31現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの

当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌目から起算して1年間

く4J法の規定に基づき開示請求のあったもの 法第9条各項の決定の日の翌日から起算

して1年間

く写しの特例1

第3 9条 行政文書の写しは,前2条の規定にかかわらず,適宜整理することができるo

く行政文書の保存方法1

第4 0条 行政文書は,組織としての管理が適切に行v-得る専用の場所において.行政文

書以外の文書と明確に区分して,保管するものとするo

2 行政文書はl保存期間が満了する日まセの間l改ざんl漏えい等を防止する措置を講

ずるとともに,必要に応じ記録媒体の変換等の措置を講ずることにより,適正かつ確実
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に利用できる方式で保存するものとするo

3 行政文書く電子文書であるものに限る. 1は-必要に応じその内容を電子計算機等を

用いて直ちに表示できるよう保存するものとするo

く行政文書フアイルの整理1

第4 1条 主管課の長はl当該課の保有する行政文書の適切な保存のためl当該課の事務

及び事業の性質一 内容等に応じてl行政文書分類基準表を定めるものとする.

2 主管課長は,毎年度1前項の規定により別に定める行政文書分類基準表に従って.行

政文書を行政文書フアイルとして整理し,かつ-行政文書7アイル管理簿を調製するも

のとする.ただし-行政文書のうち,単独で管理することが適当なものであって保存期

間が1年以上のものは,当該行政文書を行政文書ファイルとみなし整理するものとするo

3 行政文書ファイルく行政文書のうち,単独で管理することが適当なものであって,保

存期間が1年以上のものを含む.次項を除き,以下同じ. Jは,行政文書分類基準表に

従う限りにおいて,必要に応じてl行政文書フアイル管理簿を調整の上一分割及び統合

の措置を講ずることができるo

4 行政文書フアイルは1当該行政文書フアイルを構成する行政文書であって保存期間が

最も長いものの期間保存するものとする.

5 主管課長はl行政文書分類基準表につレ1Iて,年1回見直しを行い.必要と認める場合

にはその改定を行うものとするo

6 官房長は,各課の行政文書分類基準表を取りまとめ-厚生労働省の行政文書分類基準

表を整備するものとするo

く行政文書フアイルの保存場所I

第4 2条 保存期間が5年を超える行政文書フアイルは完結後5年間は主管課, 5年を経

過した日後は総務秩,保存期間が5年以下の行政文書フアイルは主管課において保存す

るものとするo ただし-保存期間が5年を超える行政文書フアイルであって完結後5年

を経過したもののうち1事務処理の適正化及び効率化の観点から総務課において保存す

ることが適当でないものとして別に総務課長が定めるものは,主管課において保存する

ものとするD

2 保存期間が5年を超える行政文書フアイルであって完結後5年を経過したもの く前項

ただし書に規定するものを除くo以下r総務課保存フアイルJとvlうo lを保存するた

め,総務課に文書庫を設置しl総務課長が管理するものとするo
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3 文書庫の管理を担当する職員以外の者は.総務課長の許可を得なければ文書庫内に立

ち入ることができないo

4 保存期間が5年を超える行政文書ファイルであって完結後5年を経過しないもの及び

保存期間が5年以下の行政文書ファイル並びに第1項ただし書に規定する行政文書フア

イルく以下r主管課保存フアイルJという.ン は,主管課において専用の場所でまとめ

て保存し,当該主管課の長が管理するものとする.

く保存フアイルの引継ぎI

第43条 課長 く官房課長を除くo ンはl保存期間が5年を超える行政文書フアイルにつ

いて,その完結の日が属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過したときは.

当該5年を経過した目が属する年度の5月宋日までに,総務課保存フアイルを取りまと

め,当該部局の総括課長に提出するものとするo

第44条 前条の規定による提出を受けた給括課長は,当該提出を受けた年度の6月未目

までに,提出された総務課保存フアイルを取りまとめ,総務課長に引き言継ぐものとする.

第4 5条 官房課長は,保存期間が5年を超える行政文書フアイルについて,その尭結の

日が属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過したときは,当該5年を経過し

た日が属する年度の6月末日までに,総務課保存ファイルを取りまとめ,給務課長に引

き継ぐものとするo

第4 6条 総務課長はl引き継がれたファイルを別に定める行政文書分類基準表に従って

保存するとともに,行政文書フアイル管理簿を調製するものとするo

く保存期間滞了後の保存フアイル保存l

第4 7条 保存期間が満了した行政文書フアイルについては,総務課保存フアイルにあっ

ては総務課長が主管課長と協議して- 主管課保存フアイルにあっては主管課長がなお保

存を要すると認める場合は-行政文書フアイル管理簿を調整の上,当該保存期間を超え

て保存するものとする.この場合において,当該保存期間を超えて保存する期間 く次項

及び次条において r延長保存期間Jというo lは-総務課保存フアイルにあっては当該

協議の際に定める期間,主管課保存フアイルにあっては当紡主管課長が定める期間とす

るo

2 前項の規定は,延長保存期間が満了した行政文書フアイルについて準用するo

く保存ファイルの廃棄l

第4 8条 保存期間 く前条の規定により保存期間を延長した場合にあっては,延長保存期
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間D 次条第1項及び第5 1条において同じo lを満了した行政文書ファイルにつL,へては

.前条の規定により延長保存するもの及び第5 1条の規定により国立公文書館に移管す

るものを除き,給務課保存フアイルにあっては総務課長が1主管課保存ファイルにあっ

ては主管課長が.それぞれ廃棄処分に付するものとするo

2 前項の廃棄処分は,行政文書7アイル管理簿を調製の上一物晶管理官に引き継いで行

うものとするo ただし,当該廃棄処分に係る行政文書フアイルのうち電子文書であるも

のにつVlては,物品管理官に引き継ぐことを要しないo

第4 9条 主管課長は,総務課保存ファイル又は主管課保存フアイルを保存期聞が満了す

る前に特別の理由により廃棄しようとするときは,廃粟することについて大臣の承認を

得,行政文書フアイル管理簿を調製するとともに-総務課保存フアイルにあっては稔務

課長から引き継ぎ廃棄処分に付するものとするo

2 主管課長は-前項の廃棄処分に当たっては,保存期間満了前廃棄行政文垂フアイル台

帳にl廃棄する行政文書フアイルの名称,当該特別の理由,廃棄年月日その他必要な事

項を記載するものとするo

3 前条第2項の規定は.第1項の廃棄処分について準用するD

第5 0条 廃棄処分に当たっては,行政文書の内容に応じた適切な措置を講ずるものとし

,当該行政文書に不開示情報が記録されているときは.当該不開示情報が漏えいしない

ようにするものとするb

く国立公文書館-の移管I

第5 1条 行政文書のうち当該行政文書が属する行政文書フアイルの保存期間が満了した

ものについては,総務課保存フアイルにあっては総務課長が主管課長と協議して,主管

課保存ファイルにあっては主管課長が国立公文書館で保存することが適当であると認め

る場合は,行政文書フアイル管整簿を調整の上,国立公文書館に移管するものとするo

く貸出手続I

第5 2条 厚生労働省の職員が行政文書ファイルの貸出しを受けようとするときは,総務

課保存フアイルにあっては総務課長に- 主管課保存フアイルにあっては当該主管課の長

に申請するものとするo

2 前項の申請を受けた総務課長又は主管課長は,総務課保存フアイル貸出台帳又は主管

課保存ファイル貸出台帳に- 当該申請に係る給務課保存フアイル又は主管課保存フアイ

ルの件名,貸出先,貸出し及び返却予定の年月日その他必要な事項を記載した上,総務
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課保存フアイル又は主管課保存フアイルを貸し出すことができるo

3 前項の規定により貸出しを受けた総務疎保存フアイル又は主管課保存フアイルは, 1

0日以内に返却するものとするo ただし,特別の理由がある場合については- この限り

でないo

く貸出フアイルの返却l

第5 3条1総務課長又は主管課声から総務課保存ファイル又は主管課保存ファイルの返却

の請求があったとき.又は貸出しを受けた者に転職一免職等の事由があったときは1速

やかに返却するものとする.

く貸出ファイルの取扱いl

第5 4条 貸出しを受けた総務課保存フアイル又は主管課保存フアイルは1本省外に持ち

出してはならないo ただし,総務抹保存ファイルについては総務課長の,主管秩保存フ

アイルについては主管課長の許可を受けたときは.この限りでない.

2 貸出しを受けた総務課保存フアイル又は主管課保存フアイルは.他人に転貸し,又は

加除訂正してはならない,

第6章 秘密文書の取扱い

く秘密文書1

第55条 その内容について秘密保全を要する文書く以下r秘密文書Jというo lは,そ

の内容の秘密保全の必要度に応じて- 次のように区分するものとする.o

く11極秘 秘密保全の必要度が高く,その源えt,1が国の安全又は利益に損害を与える

おそれのあるもの

く2I秘 極秘に次ぐ程度の秘密保全が必要であって- 関係者以外には知らせてはなら

ないもの

く秘密文書の指定等,

第5 6条 秘密文書の指定は,前条第1号の極秘については官房長又は部局長が,前条第

2号の秘につVへては課長が行うものとするo

2 前項の指定は,これを慎重に行い1かつ,必要最小限にとどめるものとするo

3 第1項の指定を行う場合においてはl極秘又は秘の取扱vlを要する期間 く以下r秘密

取扱期間j というD lを定めるものとし1秘密取扱期間が経過したときは,当該秘密文

書に係る指定は解除されたものとするo

4 第1項の規定により秘密文書の指定を行った者く以下r指定者Jというo Jは- 当該
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秘密文書の内容について秘密保全の必要がなくなったときは,当該秘密文書に係る指定

を解除するものとするo

5 指定者は,当該秘密文書に係る秘密取扱期間が満了する前に,その秘密取扱期聞を変

更する必要があると認めるときはlその秘密取扱期間を変更することができるo

6 指定者は,第4項の規定による解除及び前項の規定による変更をしたときは- 当該秘

癒文書に関係する者にその旨を通知するものとする.

く秘密文書の表示I

第5 7条 秘密文書には,極秘又は秘の区分,秘療取扱期間及び作成課名を表示するもの

とうする.

2 極秘の文書には文書番号,配布先等を記録して,その所在を明らかにしておくものと

するo

く秘密文書の登録1

第5 8条 秘密文書については.課長が管理する秘密文書管理薄に文書番号,配布先その

他必要な事項を記載するものとするo

2 極秘文書については.前項によるほか,総務課長又は総括課長が管理する極秘文書管

理簿に文書番号l配布先その他必要な事項を記載するものとするo

く秘密文書の保存1

第5 9条 秘密文書は1第4 2条の規定にかかわらず,主管課において保存するものとす

るo

2 秘密文書は,金庫その他施錠のできる書庫に保管するものとするo

く秘密文書の複製l

第60条 極秘の文書は,複製してはならないo

2 秘の文書はlその指定をした課長の許可を受けて複製することができる.

3 前項の規定により複製された文書については,第5 6条第1項の指定があったものと

みなす.

く秘療文書の発送l

第6 1条 極秘の文書の発送は,密封の上l秘密文書の取扱責任者く指定者が指定する当

該秘密文書の保管,出納等を行う者をいうD J又はその指定する者が携行することによ

り行うものとするo

2 秘の文書の発送は,秘密文書の取扱責任者の指定する方法によLり行うものとするD
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く秘密文書の廃棄I

第6 2条 秘密文書の廃棄はl秘癒文書の取扱責任者が焼却その他復元不可能な方法によ

り行うものとするo

く他の行政機関の秘密文書の取扱いl

第6 3条 他の行政機関より接受した秘密文書については,当該秘密文書を発した行政機

関における秘密文書の取扱いを尊重し,この訓令の定めるところにより秘密保全の取扱

いを行うものとする.

2 前項の場合においてl他の行政機関の指定した秘密区分に疑義が生じたとせは1速や

かに,当該行政機関と協議するものとするo

第7章 雑則

く文書番号の更新I

第6 4条 この訓令に規定する文書番号については.毎目更新するものとする.

く指導監督l

第6 5条 官房長は.文書の適正な管理について必要があると認めるときは,総括課長又

は課長に対し文書の管理の状況について報告を求め,又は実地に検査することができるo

く研修I

第6 6条 官房長はl厚生労働省の職員の文書管理事務に係る能力及び能率の向上を図る

ため1研修を行うものとするo

く施設等機関,地方支分部局及び特別の機関I

第6 7条 施設等機関一 地方支分部局及び特別の機関の文書の管理については,その長が

1それぞれこの訓令に準じて官房長と協議して定めるものとするo

く図画及び電磁的記録の管理の特則I

第6 8条 図画及び電蔽的記録の管理については,この訓令によるほか,この訓令による

ことができないか.又はこの訓令によることが適当でない事項については-官房長が定

めるところによる.

く開示請求書等及び開示決定通知書等の管理の特則I

第6 9条 開示請求書等及び開示決定通知書等の管理については,この訓令によるほか,

官房長が定めるところによるo

く他の法令との関係l

第7 0条 行政文書の管理に関しこの訓令に規定する事項について,他の法律及びこれに
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基づく命令に特別の定めがあろ場合は.その定めるところによるD

く文書管理の細目I

第7 1条 この訓令に定めるもののほか,厚生労働省の文書の管理に関する必要事項は,

官房長が定めるものとするo

附 則

く施行期日I

l この訓令は,平成13年1月6日から施行するD

く経過措置1

2 この訓令の施行の際現にある帳簿,収受印及び発議印については,当分の間lこれを

敢り繕って使用することができるo

3 地方厚生局及び都道府県労働局における文書の管理については,第6 7条の規定にか

かわらずl地方厚隼局長及び都道府県労働局長が定めるまでの間はl大臣官房地方課長

が定めるところによる.

附 則

この訓令は,平成1 3年4月1日から施行する.

附 則

この訓令は.平成1 3年7月1 6 Elから施行するo

附 則

この訓令は,平成14年1月1日から施行するo

附 則

この訓令は,平成1 5年7月1日から施行する.

附 則

この訓令は,平成1 6年4月1日から施行する.

く施行期日,

1 この訓令は,平成17年4月1日から施行するo

く経過措置1

2 この訓令の施行の際現にある帳簿につVlては,当分の間.これを敢り繕って使用する

ことができるoI

別表第1く第30条関係I

主管部局の略字
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大臣官房人事課 人

大臣官房総務課 総

大臣官房会計課 会

大臣官房地方課 地

大臣官房国際課 国

大臣官房厚生科学課 科

大臣官房統計情報部 統

医政局 医政

健康局 健

医薬一食品局 薬食

医薬食品局食品安全部 食安

労働基準局 基

労働基準局安全衛生部 基安

労働基準局労災補償部 基労

労働基準局勤労者生活部 基勤

職業安定局 職

職業安定局高齢一障害者雇用対策部 職高

職業能力開発局 能

雇用均等.児童家庭局 雇児

社会.援護局 社援

社会.援護局障害保健福祉部 障

老健局 老

保険局 保

年金局 年

政策統括官 政

別表第2 く第3 7条関係I

行政文書保存期間基準表

1 第1類 く30牛保存l

く11法律又は政令の制定.改正又は廃止その他の案件を閣議にかけるための決裁文書

く21特別の法律により設立され,かつ1その設立に関し行政官庁の認可を要する法人
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く以下r認可法人Jとvlう. Jの新設又は廃止に係る意恩決定を行うための決裁文

童
戸

く31前2号に掲げるもののほか1国政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決

裁文書

く4I省令の制定,改正又は廃止のための決裁文書

く5,告示又は訓令のうち特に重要なものの制定,改正又は廃止のための決裁文書

く6I行政手続法く平成5年法律第88号l第2条第3号に規定する許認可等く以下r

許認可等Jというb lをするための決裁文書であって,当該許認可等の効力が3 0

年間存続するもの

く71国又は厚生労働省を当事者とする訴訟の判決書

く81国有財産法 く昭和23年法律第73号1第32条に規定する台帳

く9I省発議文書台帳,部局等発議文書台帳及び課発議文書台帳

く101行政文書フアイル管理簿

く11J公印又は電子署名の制定,改正又壮廃止を行うための決裁文書

り2J前各号に掲げるもののほか, 3 0年の保存期間が必要であると認められるもの

2 第2類 く10年保存1

くこり 審議会等に諮問するための決裁文書

く2,審議会等の答申,建議又は意見が記録されたもの

く31告示又は訓令の制定,改正又は廃止のための決裁文書く第1類第5号又は第3類

第2号に該当するものを除く. 1

く4ン 行政手続法第5条第1項の審査基準.同法第1 2条第1項の処分基準その他の法

令の解釈又は運用の基準を決定するための決裁文書

く51例規,通達又は通知のうち星要なものの制定一改正又は廃止のための決裁文書く

前号に該当するものを除くo J

く6I許誕可等をするための決裁文書であって.当該許認可等の効果が1 0年間存続す

るもの く第1類第6号に該当するものを除くo l

く7,国際条約又は国際会議に関するもののうち重要なもの

く8,前各号に掲げるもののほか,所管行政上の重要な事項に係る意思決定を行うため

の決裁文書 く第1類に該当するものを除く. 1

く9I不服申立てに対する裁決又は決定その他の処分を行うための決裁文書
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OoI栄典又は表彰を行うための決裁文書

く111国又は厚生労働省を当事者とする訴訟に関するもの く第1類第7号若しくは第4

類第7号に該当するもの又は特に軽易なものを除くo J

く121前各号に掲げるもののほか, 1 0年の保存期間が必要であると認められるもの く

第1類に該当するものを除く. 1

3 第3類く5年保存J

くこり 審議会等に関するもの く第2類第1号若しくは第2号若しくは第5類第2号に該

当するもの又は特に軽易なものを除く.ン

く2I告示又は訓令のうち軽易なものの制定l改正又は廃止のための決裁文書

く31例規,通達又は通知の制定1改正又は廃止のための決裁文書く第2類第4号若し

くは第5号又は第5類第3号に該当するものを除くc J

く4ン 法律又はこれに基づく命令により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計

画書若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書

く5I独立行政法人,特殊法人,認可法人又は民法く明治2 9年法律第8 9号,第34

条の規定により設立された法人の業務の実績報告書その他の監督に関するもの

く6I許認可等をするための決裁文書であって,当該許認可等の効果が5年間存続する

もの く第1類第6号又は第2類第6号に該当するものを除くo l

く71行政手続法第2条第4号の不利益処分くその性質上,それによって課される義務

の内容が軽微なものを除く. Jをするための決裁文書

く8I国際条約及び国際会議に関するもの く第2類第7号若しくは第5類第4号に該当

するもの又は特に軽易なものを除くo l

く9,指導,監査等に関する決裁文書

く10I補助金の交付に関する決裁文書

く1り 前各号に掲げるもののほか,所管行政に係る意思決定を行うための決裁文書く第

1類,第2類1第4類又は第5類に該当するものを除く. J

く12J予算決算及び会計令 く昭和2 2年勅令第1 6 5号J第2 2条に規定する書頬又は

その写し

く131省収受文書台帳,配布文書台帳,部局収受文書台帳l課収受文書台帳,発送文書

台帳及び保存期間満了前廃棄行政文書フアイル台帳

く141前各号に掲げるもののほか, 5年の保存期間が必要であると認められるもの く第
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1類又は第2類に該当するものを除く. 1

4 第4類 く3年保存I

くり 許認可等をするための決裁文書であって,当該許認可等の効果が3年間布続する

もの く第1類第6号l第2類第6号又は第3類第6号に該当するものを除くo l

く21所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書く第5類に該当

するものを除くo l

く31調査又は研究の結果が記録されたもの

く4I国会の審鼓に関するもの く第5類第7号に該当するものを除くo J

く5I前2号に掲げるもののほか,所管行政に係る政策の決定又は遂行上参考とした事

項が記録されたもの

く6J職員の任免,身分又は貴嗣に関するもの,職員の給与に関するもの,職員の服務

及び福利厚生に関するものその他職員の勤務の状況が記録されたもの

く71国又は厚生労働省を当事者とする訴訟に関するもののうち軽易なもの く特に軽易

なものを除くo 1

く8I前各号に掲げるもののほか, 3年の保存期間が必要であると認められるもの く第

1類から第3類までに該当するものを除くo 1

5 第5類 く1年保存1

く11許認可等をするための決裁文書く第1類第6号,第2類第6号一第3類第6号又

は第4類第1号に該当するものを除く. 1

く21審議会等に関するもののうち軽易なもの く特に軽易なものを除くo l

く3I例規.通達又は通知のうち特に軽易なものの制定一 改正又は廃止のための決裁文h

書

く41国際条約又は国際会議に関するもののうち軽易なもの く特に軽易なものを除くo

J

く5I前3号に掲げるもののほか,所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うため

の決裁文書

く61報告書.届出書その他所管行政に係る確静を行うための駄裁文書く第1類から第

4類までに該当するものを除く. J

く71国会の審読に関するもののうち特に軽易なもの.

く8I広報に関する決裁文書

-25-



く9,前各号に掲げるもののほか, 1年の保存期間が必要であると認められるもの く第

1類から第4類までに該当するものを除くo 1

6 第6類く事務処理上必要な1年未満の期間保存I

第1類から第5類までに該当しない行政文書
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